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第１章　計画の基本的考え方

第１節　計画策定の趣旨

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、高齢者を取り巻く様々な課題に的確に対応
し、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ
るよう、区が取り組むべき施策を明らかにすることを目的に策定しています。
第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（計画期間：令和３年度～５年度）では、
令和３年４月の介護保険制度の改正を踏まえ、団塊の世代が全て後期高齢者となる令和７
年（2025年）、その先の団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22年（2040年）を見据
え、医療・介護・予防・住まい・生活支援が切れ目なく一体的・継続的に提供される地域
包括ケアシステムを確立することを目標として、計画の理念や施策の方向性を明示します。

第２節　計画の位置づけ

（１）法的位置づけ
高齢者保健福祉計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、老人福祉法第20条の
８の規定に基づき策定する計画です。また、介護保険事業計画は、介護保険事業に係る保
険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法第117条の規定に基づき策定する計画です。
国が定める基本指針を踏まえて都道府県、区市町村が計画を策定します。
区は、高齢者の保健福祉施策を総合的に推進するため、両計画を一体的な計画として策
定しています。

（２）第２次みどりの風吹くまちビジョン等との関係
この計画は、区の総合計画「第２次みどりの風吹くまちビジョン」（以下、「第２次ビジ
ョン」という。）に基づく個別計画であり、第２次ビジョンの基本計画・アクションプラン
との整合を図り、高齢者保健福祉に関する施策を示すものです。また、区の他計画とも整
合を図ります。
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（３）計画期間 

計画期間は、令和３年度から５年度までの３か年ですが、団塊の世代の全てが後期高齢

者となる令和７年（2025 年）、団塊ジュニア世代が高齢者になる令和 22 年（2040 年）を

見据えて、必要となる施設・サービスの需要などを高齢者基礎調査や人口予測などを基に

推計し、具体的な取組を明示しています。 

計画の最終年度の令和５年度に見直しを行い、令和６年度を計画の始期とする第９期計

画を策定する予定です。 
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第３節 計画の理念 

計画の理念として３点を定めます。 

 
〇高齢者の尊厳を大切にする 

人間性が尊重され、高齢になっても、心身の機能が衰えても、要介護状態になっても、

尊厳を保ち自分らしく生活できる社会を目指します。 

第８期⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

根拠法令：⽼⼈福祉法第 20 条の８、介護保険法第 117 条 

第２次みどりの⾵吹くまちビジョン 

基本計画  
施策の柱２ ⾼齢者が住みなれた地域で暮らせるまち 

アクションプラン  
戦略計画５ ⾼齢者地域包括ケアシステムの確⽴ 
戦略計画６ 元気⾼齢者の活躍と介護予防の推進 

区政改⾰計画 施策の充実 

第第８８期期計計画画  

（（本本計計画画））  

令和３～５年度 

第７期計画 

平成 30～令和２年度 

第９期計画 

令和６～８年度 
第 10 期以降の計画
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（３）計画期間

計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３か年ですが、団塊の世代の全てが後期

高齢者となる令和７年（ 年）、団塊ジュニア世代が高齢者になる令和 年（ 年）

を見据えて、必要となる施設・サービスの需要などを高齢者基礎調査や人口予測などを基
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画を策定する予定です。
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第３節 計画の理念

計画の理念として３点を定めます。

 
〇高齢者の尊厳を大切にする

人間性が尊重され、高齢になっても、心身の機能が衰えても、要介護状態になっても、

尊厳を保ち自分らしく生活できる社会を目指します。

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

根拠法令：老人福祉法第 条の８、介護保険法第 条 

第２次みどりの風吹くまちビジョン
 

基本計画
施策の柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
アクションプラン
戦略計画５ 高齢者地域包括ケアシステムの確立
戦略計画６ 元気高齢者の活躍と介護予防の推進

区政改革計画施策の充実

第８期計画

（本計画）

令和３～５年度

第７期計画

平成 ～令和２年度

第９期計画

令和６～８年度
第 期以降の計画

　　
　　‥‥‥‥‥　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
‥‥

（３）計画期間
計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３か年ですが、団塊の世代が全て後期高
齢者となる令和７年（2025年）、団塊ジュニア世代が高齢者になる令和22年（2040年）
を見据えて、必要となる施設・サービスの需要などを高齢者基礎調査や人口予測などを基
に推計し、具体的な取組を明示しています。
計画の最終年度の令和５年度に見直しを行い、令和６年度を計画の始期とする第９期計
画を策定する予定です。

第３節　計画の理念

計画の理念として３点を定めます。

〇‥高齢者の尊厳を大切にする
‥ 　人間性が尊重され、高齢になっても、心身の機能が衰えても、要介護状態になっても、
尊厳を保ち自分らしく生活できる社会を目指します。
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計画の理念として３点を定めます。

 
〇高齢者の尊厳を大切にする

人間性が尊重され、高齢になっても、心身の機能が衰えても、要介護状態になっても、

尊厳を保ち自分らしく生活できる社会を目指します。

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

根拠法令：老人福祉法第 条の８、介護保険法第 条 

第２次みどりの風吹くまちビジョン
 

基本計画
施策の柱２ 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
アクションプラン
戦略計画５ 高齢者地域包括ケアシステムの確立
戦略計画６ 元気高齢者の活躍と介護予防の推進

区政改革計画施策の充実

第８期計画

（本計画）

令和３～５年度

第７期計画

平成 ～令和２年度

第９期計画

令和６～８年度
第 期以降の計画

〇‥高齢者の自立と自己決定を尊重する
‥ 　自らの意思や能力に応じ自立した生活が可能であり、自らサービスを選択・決定で
きる社会を目指します。

〇‥高齢者の社会参加と地域の支え合いを促進する
‥ 　地域社会の一員として活躍でき、地域の人々が連携し、ともに支え合う社会を目指
します。

第４節　計画の目標

「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、
「医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的・継続的に提供される体制」のことをいい
ます。
「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護・予
防・住まい・生活支援が一体的・継続的に提供される地域包括ケアシステムを確立する」
ことを計画の目標とします。
高齢者一人ひとりのニーズに応じて、医療や介護のみならず、福祉サービスも含めた様々
なサービスが、適切な組み合わせにより包括的に提供され、切れ目のないサービスとして
継続的に提供される、地域包括ケアシステムの体制を整備していきます。

第５節　計画の評価・推進

施策および事業の達成度については、毎年度その把握に努め、次年度以降につなげて
いきます。また、区長の附属機関である「介護保険運営協議会」1、「地域包括支援センター
運営協議会」2および「地域密着型サービス運営委員会」3において、進捗状況の評価を行い、
計画を推進していきます。

1	介護保険運営協議会：高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関する事項、その他介護保険事業の運営に関する重
要な事項について審議するために設置している区長の附属機関です。
2	地域包括支援センター運営協議会：地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するために設置してい
る区長の附属機関です。
3	地域密着型サービス運営委員会：地域密着型サービスの適正な運営を確保するために設置している区長の附属機関で
す。委員は、地域包括支援センター運営協議会委員と兼任しています。


